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                            ６板健国第６２８号 

令和７年２月２５日 

 

板橋区国民健康保険運営協議会会長 様 

 

板橋区長  坂 本  健     

      （公印省略）     

 

東京都板橋区国民健康保険条例の一部改正について（諮問） 

 

 東京都板橋区国民健康保険運営協議会規則（昭和 34 年板橋区規則第４号）第２条の規定

に基づき、東京都板橋区国民健康保険条例の一部改正について、下記のとおり諮問する。 

記 

１ 諮問事項 

（１）国民健康保険料率、賦課割合及び賦課限度額について、次のとおり改定する。 

① 基礎賦課額の保険料率 

所 得 割  １００分の７．７１ 

均 等 割  ４万７，３００円（年額） 

賦課限度額 ６６万円 

賦課割合（所得割：均等割） ５５：４５ 

② 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率 

所 得 割   １００分の２．６９ 

均 等 割  １万６，８００円（年額） 

賦課限度額 ２６万円 

賦課割合（所得割：均等割） ５５：４５ 

③ 介護納付金賦課額の保険料率 

所 得 割  １００分の２．２２ 

均 等 割  １万６，６００円（年額）  

（２）低所得者に対する被保険者均等割額を軽減する所得判定の基準額について、次のと

おり改定する。 

① ５割軽減の基準については被保険者数に乗ずる金額 ３０万５千円 

② ２割軽減の基準については被保険者数に乗ずる金額 ５６万円 

（３）低所得者の被保険者均等割額から減ずる額について、次のとおり改定する。 

① 基礎賦課額に係る均等割額 

７割減額に該当する世帯の額  ３万３，１１０円 
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     ５割減額に該当する世帯の額  ２万３，６５０円 

     ２割減額に該当する世帯の額    ９，４６０円 

② 後期高齢者支援金等賦課額に係る均等割額 

７割減額に該当する世帯の額  １万１，７６０円 

     ５割減額に該当する世帯の額    ８，４００円 

     ２割減額に該当する世帯の額    ３，３６０円 

③ 介護納付金賦課額に係る均等割額 

     ７割減額に該当する世帯の額  １万１，６２０円 

     ５割減額に該当する世帯の額    ８，３００円 

     ２割減額に該当する世帯の額    ３，３２０円 

（４）未就学児の被保険者均等割額（減額後）について、次のとおり改定する。 

  ① 基礎賦課額に係る均等割額 

７割減額に該当する世帯の額          ７，０９５円 

５割減額に該当する世帯の額        １万１，８２５円 

２割減額に該当する世帯の額        １万８，９２０円 

７・５・２割減額以外に該当する世帯の額  ２万３，６５０円 

  ② 後期高齢者支援金等賦課額に係る均等割額 

７割減額に該当する世帯の額          ２，５２０円 

５割減額に該当する世帯の額          ４，２００円 

２割減額に該当する世帯の額          ６，７２０円 

７・５・２割減額以外に該当する世帯の額    ８，４００円 

 

２ 改定理由 

（１）基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、統一保険料方式に基づき、

改定する。 

介護納付金賦課額保険料のうち均等割額は統一保険料方式に基づき、所得割につい

ては賦課された介護納付金を基に算定し、改定する。 

（２）基礎賦課限度額及び後期高齢者支援金等賦課限度額は、国民健康保険法施行令の一

部改正に伴い、改定する。 

（３）基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額保険料の均等割額改

定に伴い、低所得者の被保険者均等割額から減ずる額を改定する。 

（４）基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額の均等割額改定に伴い、未就学児の被保

険者均等割額から減ずる額を改定する。 

 

３ 施行期日等 
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（１）施行期日 

令和７年４月１日 

（２）経過措置 

東京都板橋区国民健康保険条例による改正後の第 15 条の４、第 15 条の８、第 15 条

の 12、第 15 条の 16、第 16 条の４、第 19 条の２及び第 19 条の４の規定は、令和７年

度以後の年度分の保険料について適用し、令和６年度以前の年度分の保険料について

は、なお従前の例による。 


